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�□
勤
務
場
所　

ほ
く
ぶ
幼
稚
園

□
勤
務
内
容　

ク
ラ
ス
担
任
教
諭（
産
休
・

育
休
代
替
）

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日　

午
前

八
時
二
十
五
分
〜
午
後
四
時
五
十
五
分

□
勤
務
期
間　

八
月
二
十
三
日
〜
平
成
二

十
三
年
三
月
三
十
一
日
（
更
新
有
り
）

□
賃　
　

金　

千
百
円
（
時
間
給
）
交
通

費 
月
額
二
千
円
（
自
宅
か
ら
勤
務
地
ま

�

�
�

�

�

�

�
	




�

�



で
二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

幼
稚
園
教
諭
免
許
の
あ
る

方
で
年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二
十
二
年

八
月
一
日
現
在
）
ま
で
の
方
（
六
十
五

歳
定
年
）

□
試　
　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
（
写

し
）

□
申
込
期
限　

八
月
十
三
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
０
５
）

�
　

知
多
教
育
事
務
所
で
は
、
一
年
を
通
し

て
、
知
多
管
内
の
小
中
学
校
の
産
休
・
育

休
・
療
休
補
充
な
ど
の
講
師
の
登
録
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

講
師
登
録
を
希
望
す
る
方
は
、
次
の
要

領
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

□
資　

格　

小
学
校
ま
た
は
中
学
校
の
教

員
免
許
状
を
持
っ
て
い
る
方
お
よ
び
取

得
見
込
の
方

□
勤
務
内
容　

常
勤
講
師
あ
る
い
は
非
常

勤
講
師
と
し
て
、
児
童
・
生
徒
の
指
導

□
勤
務
場
所　

知
多
地
方
の
五
市
五
町
の

小
中
学
校

□
勤
務
条
件

・
常
勤
講
師　

　

一
日
七
時
間
四
十
五
分
勤
務

　

賃
金　

経
験
に
応
じ
て
支
給

・
非
常
勤
講
師

　

週
十
〜
二
十
時
間
程
度
の
勤
務
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賃
金　

時
給
二
千
八
百
七
十
七
円

・
勤
務
時
間
数
に
よ
り
社
会
保
険
、
雇
用

保
険
に
加
入

□
登
録
方
法　

三
セ
ン
チ
×
四
セ
ン
チ
の

顔
写
真
を
持
参
し
、
登
録
票
に
記
入

□
問
い
合
わ
せ
先　

知
多
教
育
事
務
所

　

�（
２
１
）８
１
１
１
（
内
２
７
４
）

�
　

麻
し
ん
と
風
し
ん
に
か
か
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に
は
、
予
防
接
種
が
有
効
で

す
。
対
象
者
に
は
四
月
に
案
内
を
送
付
し

ま
し
た
が
、
ま
だ
接
種
が
済
ん
で
い
な
い

方
は
、
早
め
の
接
種
を
お
勧
め
し
ま
す
。

□
対
象
者

・
二
期　

平
成
十
六
年
四
月
二
日
〜
平
成

十
七
年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
方

・
三
期　

平
成
九
年
四
月
二
日
〜
平
成
十

年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
方

・
四
期　

平
成
四
年
四
月
二
日
〜
平
成
五

年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
方

□
接
種
期
間　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日（
木
）ま
で

□
回　

数　

一
人
一
回

□
料　

金　

無
料
（
接
種
期
間
を
過
ぎ
た

場
合
は
自
費
負
担
）

□
接
種
場
所　

阿
久
比
町
指
定
の
個
別
予

防
接
種
実
施
医
療
機
関
（
要
予
約
）

□
持
ち
物　

予
診
票
（
ク
リ
ー
ム
色
）、

健
康
保
険
証
、
診
察
券
（
持
っ
て
い
る

方
）、
二
期
対
象
者
は
母
子
健
康
手
帳

□
問
い
合
わ
せ
先　

保
健
セ
ン
タ
ー　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
１
・
３

１
２
）
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計
量
器
（
は
か
り
）
を
取
り
引
き
や
証

明
に
使
用
す
る
場
合
は
、
定
期
的
に
検
査

を
受
け
る
こ
と
が
、
計
量
法
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
二
年
に
一
度

の
検
査
を
実
施
す
る
年
で
す
。
検
査
対
象

の
は
か
り
を
持
っ
て
い
る
方
は
必
ず
受
検

し
て
く
だ
さ
い
。
持
ち
運
び
が
で
き
な
い

大
型
の
は
か
り
は
、
所
在
場
所
検
査
な
ど

の
方
法
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

□
日　

時　

九
月
十
日（
金
）　

午
前
十
時

〜
正
午
、
午
後
一
時
〜
午
後
三
時

□
場　

所　

中
央
公
民
館
南
館

□
手
数
料　

一
台
に
つ
き
五
百
円
〜

　

（
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

□
対
象
の
計
量
器
（
例
）

・　

商
店
な
ど
で
商
品
の
販
売
に
使
用
す

る
は
か
り

・　

病
院
お
よ
び
薬
局
な
ど
で
使
用
し
て

い
る
調
剤
用
の
は
か
り

・　

病
院
、
学
校
ま
た
は
保
育
園
な
ど
で

使
用
し
て
い
る
体
重
測
定
用
の
は
か
り

・　

宅
配
な
ど
運
送
業
者
（
取
次
所
を
含

む
）
が
貨
物
の
運
賃
算
出
用
に
使
用
し

て
い
る
は
か
り

・　

農
家
が
生
産
物
の
売
買
ま
た
は
出
荷

な
ど
に
使
用
す
る
は
か
り

・　

工
場
な
ど
の
事
業
所
で
材
料
の
購
入
、

製
品
の
販
売
、
ま
た
は
サ
ン
プ
ル
検
査

な
ど
に
使
用
す
る
は
か
り

□
問
い
合
わ
せ
先　

産
業
課
商
工
労
政
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
３
４
）
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　「国民健康保険被保険者証」が平成２２年８月３１日で有効期間が満
了します。
　新しい国民健康保険被保険者証を８月中に簡易書留（受取印が
必要）で郵送します。更新前の保険者証は、各自で責任をもって
廃棄していただくか、役場窓口へ返却してください。
※　裏面の臓器提供の署名は、任意の意思表示であり、決して強
制ではありません。
□問い合わせ先　保険課国保係　�（４８）１１１１（内２１４・２１６）

国民健康保険加入の皆さんの
「国民健康保険被保険者証」が変わります


